
令和５年度 第２回 日進市子ども施策推進委員会 議事録要旨 

日時：令和５年12月14日（木）午前10時から午前11時30分まで 

場所：日進市役所本庁舎４階 第２・第３会議室 

出席委員：津金美智子、伊藤龍仁、関根聖美、衣川友紀、牛田由美子、早川真理、齋藤由

美、早川里美 

欠席委員： 大津正仁、南千景、熊谷豊、井上晴子 

事務局：こども未来部 棚瀬部長 

子育て支援課 鈴木課長、村瀬主幹、小出課長補佐、宮下係長 

こども課   安彦課長補佐、伊藤係長 

健康課    小川主幹 

傍聴可否：可 

傍聴有無：なし 

＜次第＞ 

１ あいさつ 

２ 議題 

第三期日進市子ども・子育て支援事業計画策定に関するアンケート調査について 

３ その他 

＜議事録要旨＞ 

２議題 第三期日進市子ども・子育て支援事業計画策定に関するアンケート調査について 

【事務局】 資料１、資料２について説明 

【委員長】 意見または質問はありますか。 



【委 員】 未就学児アンケート案の各設問の用語について、ファミリー・サポートや家

庭的保育については、保護者が回答する際に迷わないようわかりやすく記載し

ていただきたいと考えます。 

【事務局】 検討します。 

【委 員】 本アンケートについて変更できる部分はどこまで認められますか。また、ア

ンケート対象については未就学児及び小学校１年生から３年生までの保護者に

対してですが、施設入所児童や里親は対象ですか。 

【事務局】 本アンケートの変更範囲については、計画策定におけるニーズ量の算出を行

う部分は全国共通です。その他市町村地域の独自性を検討したうえでアンケー

ト項目を設定することは可能です。また、送付する宛名は対象児童名で送付

し、回答はその保護者ですので、施設入所者は含まれませんが、里親の場合

は、アンケート対象世帯については無作為抽出となりますので抽出結果によっ

て含まれる場合があります。 

【委 員】 自治体の計画に基づき保育等の量を算出し、事業を実施するためのものであ

るか、今回の調査で明らかになることについては理解しました。 

【委 員】 自治体にとって、こども家庭庁の方で様々な会議が行われており変化が激し 

     い時代であると考えます。だからこそ国の方から何かしらの示しがない場合に

おいても、どのようなサポートがあれば良いと市は考えるか、本当に関心のあ

る保護者は、制度に関して不足分を充実して欲しいと書かれるかも知れないで

すね。 

【委 員】 内容に関してではありませんが、質問項目がかなり多くて、回答する方はか

なり大変だと感じました。国の指針に基づいて実施する場合は、アンケートを

紙で印刷した場合、冊子程度の分量になりそうなので、回答者への内的動機を

沸かせるイメージが必要だと感じます。文章以外にもイラストを使用したり、

電子アンケートの検討等、回答してもらえる工夫を積極的に取り入れてくださ

い。 

【事務局】 検討します。 

【委 員】 小学生用アンケートの問15ですが、例えば学童に行ってからその後習い事に

行くことは良くあることなので、利用日数は週７日のうち週５日使用する場

合、学童と習い事を併用すると５日にならないため、重複してもよい旨、コメ

ント入れても良いと考えます。 



【事務局】 検討します。 

【委 員】 教育について、用語の定義がありますが、アンケート調査票で使用される定 

義について、もう少し具体性を持たせた定義の説明が必要だと感じます。 

【委 員】 アンケートを回答する側としては収入や支出の設問があると経済的な支援を

検討してもらえるかもしれないと若干の期待を持ってしまうと感じます。もう

少し現状把握を実施するため、自由回答も必要だと考えます。 

【事務局】 検討します。 

【委員長】 他に意見はありますか。 

【委員長】 その他意見がありましたら事務局へ連絡してください。 

【事務局】 スケジュールの共有をさせていただきます。ご意見がありましたら令和５年

12月中に直接事務局まで電子メールにてお願いします。その後、事務局におい

て委員長から最終案の承認をいただきます。令和６年１月中にアンケートの印

刷を行いつつ合わせて電子申請の実施準備を行い、令和６年２月末まで集計・

回収を実施し、令和６年３月に開催を予定しています本委員会においてアンケ

ート結果の報告をさせていただきます。 

【事務局】 令和６年度のスケジュールについては本委員会の委員の委嘱の期間が令和６

年３月末までとなっております。そのうち、市民公募委員について、令和６年

２月広報に掲載し、募集を行ってまいります。また、放課後児童クラブ安全計

画の策定が令和６年４月１日から義務付けされましたので、公設児童クラブの

安全計画について、次回の本委員会において承認をいただきたいと考えており

ます。 

【委員長】 他に無ければ、以上で令和５年度第２回子ども施策推進委員会を終了しま

す。 

（閉会） 午前11時30分 閉会 


